


高等教育の修学支援新制度のご案内
令和６年度からの奨学金制度の改正（授業料減免の中間層への拡大）

   認定区分 世帯年収 入学金減免 授業料減免 

 
 

 
 

 
 

 

第Ⅰ区分
約２７０万円

（住民税非課税世帯）
約１６万円

約１０万円

約５万円

約５９万円

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

約３００万円まで

（住民税非課税世帯に準じる）

約３８０万円まで

（住民税非課税世帯に準じる）

約３９万円（第Ⅰ区分の2/3の額）

約１９万円（第Ⅰ区分の1/3の額）

約４万円第Ⅳ区分
約６００万円まで

（住民税非課税世帯に準じる）
約１４.７５万円（第Ⅰ区分の1/4の額）

拡充

【別表１】 入学金・授業料の減免 給付型奨学金の支給

本人の年齢や家族構成等により世帯所得の基準が変わります。

（年額）約４６万円

（年額）約３０万円
(第Ⅰ区分の2/3の額)

（年額）約１５万円
（第Ⅰ区分の1/3の額）

（年額）約９１万円

(年額）約６０万円
（第Ⅰ区分の2/3の額）

（年額）約３０万円
（第Ⅰ区分の1/3の額）

（年額）約１１．５２万円
（第Ⅰ区分の1/4の額）

（年額）約２２．８万円
（第Ⅰ区分の1/4の額）

自宅生 自宅外生

●支援内容

●採用後の
　適格認定

採用後も、定期的に奨学生本人および生計維持者の経済状況と、学力基準に基づいて判定を行い、
当年度１０月以降の支援区分の見直しを行うことになっています。

●支援対象
　の確認

どのくらいの収入の世帯が対象となるか、また、いくら給付型奨学金が受けられるかは、日本学生支援機構の
ホームページの「進学資金シミュレーター」でシミュレーションすることが出来ます。世帯の収入状況を入力
するため、保護者の方と一緒に相談しながらシミュレーションしてください。

●申込方法

◆予約採用・・・在籍中の高校を通じて申込みとなります。 詳しくは、高校の先生や担当者にお尋ねください。

◆在学採用・・・進学先へ入学後新規にお申込みいただけます。必要書類の配布、お申込みは入学後に行います。
　　　　　　  詳しくは、進学先の先生や担当者にお尋ねください。

高等学校在学中に申込む「予約採用」と進学後に申込む「在学採用」があります。給付型奨学金を申込むことで、
入学金・授業料減免も同時に申込むことになります。

●対　　象 下記、世帯収入の要件を満たしていること。（住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯）
本校で学ぶ意欲のある学生であること。（※既に高校を卒業している場合、高校卒業後２年以内の方。）

●詳細確認

進学資金シュミレーター
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/




